
 議案第５号 

東京都板橋区教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

 上記の議案を提出する。 

  令和５年３月７日 

提出者  板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

東京都板橋区教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

東京都板橋区教育委員会公印規則（昭和４３年板橋区教育委員会規則第５号）

の一部を次のように改正する。 

 別表第１東京都板橋区教育委員会印の部４の２の項を削る。 

 別表第２の４の２のひな型を削る。 

  付 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

  

 （提案理由） 

  押印廃止に伴い、所定の様式の変更があった。 
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東京都板橋区教育委員会公印規則の一部を改正する規則について  

 

改正後 改正前 

別表第１ 別表第１ 

名称 番号 書体 寸法 用途 
公印管守

者 

東京都板橋区教育

委員会印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ てん書 方30ミリ

メートル 

職記用一般文書用 教育総務

課長 

１の２ 同 同 電子計算機による

通知書等発行事務

用 

同 

２ 同 方24ミリ

メートル 

生涯学習センター

使用承認事務用 

生涯学習

課長 

３ 削除    

４ 削除    

（略） 
 

名称 番号 書体 寸法 用途 
公印管守

者 

東京都板橋区教育

委員会印 

１ てん書 方30ミリ

メートル 

職記用一般文書用 教育総務

課長 

１の２ 同 同 電子計算機による

通知書等発行事務

用 

同 

２ 同 方24ミリ

メートル 

生涯学習センター

使用承認事務用 

生涯学習

課長 

３ 削除    

４ 削除    

４の２ てん書 方24ミリ

メートル 

学校施設開放使用

承認事務用 

学校長 

（略） 
 

別表第２ 別表第２ 

（略） （略） 
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改正後 改正前 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

   

（略） 
 

４ 

 

 

４の２ 

 

 

５ 

   

（略） 
 

 


